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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の目的地を指定された順番に通過する走行経路を探索し、該走行経路に基づく経路
誘導を行うナビゲーション装置であって、
　新たに設定する新目的地を入力する新目的地入力手段と、
　前記新目的地の通過順番を指定する通過順番指定手段と、
　目的地の変更要求を入力する変更要求入力手段と、
　前記変更要求が入力された場合、前記新目的地より通過順番が早い目的地を削除し、前
記新目的地に基づいて経路を再探索する経路探索手段と、
を具備したことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記経路探索手段は、現在地と前記新目的地間、及び前記新目的地とその次に通過する
目的地間の経路の探索を行い、探索された経路を、現在設定されている対応区間の経路と
置換することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記経路探索手段は、前記新目的地の次に通過する目的地から最終の目的地までの経路
の再探索を行い、探索された経路を、現在設定されている対応区間の経路と置換すること
を特徴とする請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　目的地の追加要求を入力する追加要求入力手段を備え、
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　前記経路探索手段は、前記追加要求が入力された場合、目的地の削除を行わず、前記新
目的地に基づいて経路を再探索する
ことを特徴とする請求項１、請求項２又は請求項３記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記変更要求入力手段と前記追加要求入力手段を、所定の同一設定画面上にボタン表示
することを特徴とする請求項４記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　複数の目的地を指定された順番に表示する表示手段を備え、
　前記ボタン表示は、少なくとも前記表示される目的地と目的地との各間にそれぞれ設け
られ、
　該ボタンの選択は、前記通過順番指定手段による通過順番の指定を兼ねることを特徴と
する請求項５記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　コンピュータに、複数の目的地を指定された順番に通過する走行経路を探索し、該走行
経路に基づく経路誘導をさせるナビゲーション用プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　新たに設定する新目的地を入力する新目的地入力手段と、
　前記新目的地の通過順番を指定する通過順番指定手段と、
　目的地の変更要求を入力する変更要求入力手段と、
　前記変更要求が入力された場合、前記新目的地より通過順番が早い目的地を削除し、前
記新目的地に基づいて経路を再探索する経路探索手段と、
して機能させることを特徴とするナビゲーション用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション装置及びナビゲーション用プログラムに係り、例えば、目的
地の設定を変更する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　目的地までの経路を探索し運転者に提供するナビゲーション装置が広く普及している。
このナビゲーション装置では、利用者が設定した目的地までの走行経路を探索して経路誘
導を行う。
　また、最終的な目的地（最終目的地）だけでなく最終目的地に至るまでに通過する経由
目的地を設定し、設定した経由目的地を通過する走行経路を探索する技術が特許文献１で
提案されている。
【特許文献１】特開２００５－３２１４１０公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　図６は、従来のナビゲーション装置で目的地の追加を行う手順の概要を表したものであ
る。
　例えば目的地Ａ、Ｂを経由して目的地Ｃ、Ｄ…と通過する経路（図６（ａ）参照）から
、目的地Ｂ’を経由して目的地Ｃ、Ｄ…と通過する経路（同（ｄ））に変更する場合、す
なわち、経由目的地Ａ、ＢをＢ’に変更する場合、次のような手順で行っていた。
　まず、ユーザは目的地の追加設定画面を表示し、図６（ｂ）に示すように、目的地Ｂと
目的地Ｃの間に目的地Ｂ’を追加する。するとナビゲーション装置は、追加された目的地
Ｂ’の前後の区間（区間ａ、ｂ）における経路探索を行う。
　次に、ユーザは目的地の削除設定画面を表示し、図６（ｃ）に示すように、目的地Ａと
目的地Ｂを削除する。するとナビゲーション装置は、出発地から追加された目的地Ｂ’ま
での区間（区間ｃ）における経路探索を行う。
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　すると図６（ｄ）に示すように、目的地Ｂ’、Ｃ、Ｄの順番に設定ルートの目的地が変
更される。
【０００４】
　このように従来は、目的地の追加処理と削除処理とを分けて別の処理として行っていた
。そのため、目的地Ａに向かって走行中に経由先が目的地Ｂ’に変更になった場合、ユー
ザは、目的地Ｂ’の追加要求、及び目的地Ａ、Ｂの削除要求をそれぞれ手動で指示する必
要があった。このような要求の指示操作はユーザにとって手間のかかるものであった。
【０００５】
　そこで本発明は、目的地の設定を変更する際のユーザの負担を軽減させることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）前記目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、複数の目的地を指定され
た順番に通過する走行経路を探索し、該走行経路に基づく経路誘導を行うナビゲーション
装置であって、新たに設定する新目的地を入力する新目的地入力手段と、前記新目的地の
通過順番を指定する通過順番指定手段と、目的地の変更要求を入力する変更要求入力手段
と、前記変更要求が入力された場合、前記新目的地より通過順番が早い目的地を削除し、
前記新目的地に基づいて経路を再探索する経路探索手段と、を具備したことを特徴とする
ナビゲーション装置を提供する。
（２）請求項２に記載の発明では、前記経路探索手段は、現在地と前記新目的地間、及び
前記新目的地とその次に通過する目的地間の経路の探索を行い、探索された経路を、現在
設定されている対応区間の経路と置換することを特徴とする請求項１記載のナビゲーショ
ン装置を提供する。
（３）請求項３に記載の発明では、前記経路探索手段は、前記新目的地の次に通過する目
的地から最終の目的地までの経路の再探索を行い、探索された経路を、現在設定されてい
る対応区間の経路と置換することを特徴とする請求項２記載のナビゲーション装置を提供
する。
（４）請求項４に記載の発明では、目的地の追加要求を入力する追加要求入力手段を備え
、前記経路探索手段は、前記追加要求が入力された場合、目的地の削除を行わず、前記新
目的地に基づいて経路を再探索することを特徴とする請求項１、請求項２又は請求項３記
載のナビゲーション装置を提供する。
（５）請求項５に記載の発明では、前記変更要求入力手段と前記追加要求入力手段を、所
定の同一設定画面上にボタン表示することを特徴とする請求項４記載のナビゲーション装
置を提供する。
（６）請求項６に記載の発明では、複数の目的地を指定された順番に表示する表示手段を
備え、前記ボタン表示は、少なくとも前記表示される目的地と目的地との各間にそれぞれ
設けられ、該ボタンの選択は、前記通過順番指定手段による通過順番の指定を兼ねること
を特徴とする請求項５記載のナビゲーション装置を提供する。
（７）請求項７に記載の発明では、コンピュータに、複数の目的地を指定された順番に通
過する走行経路を探索し、該走行経路に基づく経路誘導をさせるナビゲーション用プログ
ラムであって、前記コンピュータを、新たに設定する新目的地を入力する新目的地入力手
段と、前記新目的地の通過順番を指定する通過順番指定手段と、目的地の変更要求を入力
する変更要求入力手段と、前記変更要求が入力された場合、前記新目的地より通過順番が
早い目的地を削除し、前記新目的地に基づいて経路を再探索する経路探索手段と、して機
能させることを特徴とするナビゲーション用プログラムを提供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、目的地の変更要求が入力された場合、ユーザが目的地の削除指示をし
なくても、追加された新目的地より早い通過順番の目的地が削除されるため、目的地の設
定を変更する際のユーザの負担を軽減させることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明のナビゲーション装置における好適な実施の形態について、図１から図５
を参照して詳細に説明する。
（１）実施形態の概要
　本実施形態では、複数の目的地を指定された順番に通過する走行経路を探索する機能を
有するナビゲーション装置において、目的地の変更要求や追加要求を受け、その要求に従
って目的地の条件設定をやり直す方法について説明する。
　本実施形態では、ユーザは新目的地の設定画面において新たに設定する目的地を指定し
、新目的地の通過順番の指定画面において新目的地の通過順番を指定する。
【０００９】
　また、新目的地の設定画面や新目的地の通過順番の指定画面には、目的地の変更要求や
追加要求などの要求項目を指定する要求指定キーが設けられ、ユーザはこの要求指定キー
を操作することで希望する要求を入力する。
　ナビゲーション装置は、ユーザから目的地の変更要求が入力された場合には、指定した
通過順番より前の目的地の設定を削除し、最終的に新目的地を通過順番の１番目に設定す
る変更を行い、そして変更後の目的地の設定内容に基づいて走行経路の再探索を行う。
　また、ユーザから目的地の追加要求が入力された場合には、現在設定されている目的地
に対して、指定された通過順番に新目的地を追加設定し、そして新目的地を追加した後の
目的地の設定内容に基づいて走行経路の再探索を行う。
【００１０】
（２）実施形態の詳細
　図１は、本実施形態におけるナビゲーション装置１の概略構成を示した図である。
　図１に示すように、ナビゲーション装置１は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、
入力装置１４、出力装置１５、現在位置検出装置１６、情報送受信装置１７、記憶装置１
８などを備えている。
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３や記憶装置１８などに格納されている各種プロ
グラムやデータに従ってナビゲーション装置１を制御する中央演算処理装置である。
　ＲＯＭ１２は、ナビゲーション装置１を機能させるための基本的なプログラムやパラメ
ータなどが記憶された読み取り専用メモリである。
　ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１の作業領域として機能する記憶領域であり、処理中のデータ
、例えば新しく設定する新目的地の位置情報などを一時的に記憶する。
【００１１】
　入力装置１４は、利用者の意志によりナビゲーション処理をＣＰＵ１１に指示する装置
であり、例えば、目的地（地図上の位置、住所、座標情報など）、目的地の通過順番（通
過順序）、目的地の検索条件、目的地の変更要求や追加要求、新規設定要求などを入力す
る装置である。
　本実施形態では、入力装置１４は、表示画面（ディスプレイ）に、指で直接触れること
でポインティングすることができるタッチパネル（タッチスクリーン）で構成されている
が、ジョグダイアル等のリモートコントローラ等によって構成するようにしてもよい。
【００１２】
　出力装置１５は、例えば、入力装置１４からの入力情報、経路案内情報、目的地の設定
画面（通過順番が表示された画面）、現在地周辺の地図画面、各種メニュー画面などＣＰ
Ｕ１１の処理結果を出力する装置である。
　本実施形態では、出力装置１５は、入力装置１４としての機能も有するタッチパネルに
よって構成されている。また、出力装置１５として、経路案内を音声で出力するスピーカ
や処理データを印字出力するプリンタを別途設けるようにしてもよい。
【００１３】
　現在位置検出装置１６は、ナビゲーション装置１が搭載される車両の現在位置（緯度、
経度からなる絶対座標値）を検出するためのものであり、人工衛星を利用して車両の位置
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を測定するＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）から情報を取得するための
ＧＰＳ受信装置を備えている。
　なお、現在位置検出装置１６は、ＧＰＳ受信装置による現在位置検出を補足する装置と
して、地磁気を検出して車両の方位を求める地磁気センサ、ジャイロセンサ、車速センサ
等を備えるようにしてもよい。
　情報送受信装置１７は、ＧＰＳを利用して現在位置や日付、時間情報等を入手するＧＰ
Ｓ受信装置、ＦＭ多重放送、電波ビーコン、光ビーコン等を利用して交通情報等を入手す
るためのＶＩＣＳ情報受信装置、携帯電話、パソコン等を利用することにより、情報セン
ター（例えばＡＴＩＳ）や他車両と情報を双方向に通信するためのデータ送受信装置等か
ら構成される。
【００１４】
　記憶装置１８は、ナビゲーション用のプログラム及びデータを記憶した外部記憶装置で
あり、地図ＤＢ（データベース）１８１、経路探索プログラム１８２、目的地設定プログ
ラム１８３などのデータ、また各プログラムの処理で用いられるデータが格納されている
。
　地図ＤＢ１８１は、地図情報、道路情報等の各種地図に関連した情報、各施設に関する
施設情報（ＰＯＩ情報）等が格納されたデータベースである。
　地図情報や道路情報は、目的地までの経路探索をする場合だけでなく、車両の現在地周
辺や目的地周辺等の各種地図や道路を表示する場合、現在位置検出装置１６で検出された
車両の現在位置と道路情報とのマップマッチングにより現在走行中の道路及び該道路上の
位置を検出する場合などに使用される。
【００１５】
　経路探索プログラム１８２は、設定された目的地の情報に基づいて走行経路の探索を行
うプログラムである。
　目的地設定プログラム１８３は、探索する経路の目的地の新規設定や設定されている目
的地の変更を行うプログラムである。
　記憶装置１８は、ＲＯＭ、ＲＡＭの他、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気
テープ等の磁気記録媒体、メモリチップやＩＣカード等の半導体記録媒体、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＰＤ（相変化書換型光ディスク）等の光学的に情報が読み取ら
れる記録媒体、その他各種方法でデータやコンピュータプログラムが記録される記録媒体
が含まれる。なお、記録媒体には、記録内容に応じて異なる媒体を使用するようにしても
よい。
【００１６】
　次に、以上のように構成されたナビゲーション装置１における目的地の設定変更処理の
方法について説明する。
　ここでは、指定された順番に複数の目的地を通過する走行経路が設定されている場合に
、通過（経由）する目的地の設定を変更する方法について説明する。
　詳しくは、目的地の変更方法の一例として、「○○国際空港」→「○○デパート」→「
○○市役所」→「○○カントリークラブ」の順番に通過する走行経路が設定されている場
合に、１番目の目的地である「○○国際空港」に向かって走行中に、行き先を「△△駅」
に変更する方法について説明する。
【００１７】
　図２は、目的地の変更処理の手順を示したフローチャートである。
　また、図３（ａ）、（ｂ）は、目的地の変更処理を説明するための表示例を示した図で
ある。
　現在設定されている走行経路の目的地を変更する場合、ユーザは、ナビゲーション装置
１のタッチパネルを操作して、例えば、メインメニュー画面に表示された項目から“目的
地設定”を選択する。
　するとＣＰＵ１１は、目的地設定プログラム１８３を起動し、新たに設定する目的地（
以下、新目的地とする）の検索（指定）方法の選択項目をタッチパネルに表示する。新目
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的地の検索項目としては、例えば、名称の５０音から絞り込む“名称検索”、ジャンルか
ら絞り込む“ジャンル検索”、電話番号からエリアを絞り込む“電話番号検索”や予め登
録されている施設から検索する“登録施設検索”などがある。
【００１８】
　ここでは、新目的地の検索項目として、表示された地図から新目的地を指定する“地図
検索”が選択された場合を例にとり説明する。
　ユーザによってタッチパネルに表示された“地図検索”の項目が選択されると、ＣＰＵ
１１は、図３（ａ）に示す新目的地の設定画面をタッチパネルに表示する。
　図３（ａ）に示すように新目的地の設定画面には、地図のほか、カーソル２１、変更キ
ー２２、新規キー２３、戻るキー２４、詳細キー２５、広域キー２６が表示される。
　カーソル２１は、地図上の地点や施設を指定するためのポインタであり、ここでは、新
目的地を指定する機能を有する。なお、図３（ａ）では、カーソル２１により新目的地と
して「△△駅」が指定されている状態を示す。
【００１９】
　変更キー２２は、カーソル２１で指定された新目的地に基づく目的地の変更要求を受け
付ける操作キーである。
　目的地の変更要求とは、指定した通過順番より早い順番に位置する目的地の設定を削除
し、最終的に新目的地を通過順番の１番目に設定する変更の要求を示す。
　新規キー２３は、カーソル２１で指定された新目的地に基づいて目的地の新規設定要求
を受け付ける操作キーである。
　目的地の新規設定要求とは、現在設定されている目的地の設定を全て削除（リセット）
し、指定された新目的地を通過順番の１番目に設定する要求を示す。
　戻るキー２４は、前画面の表示に戻す要求を受け付ける操作キーであり、ここで戻るキ
ー２４が押下された場合、新目的地の検索項目の選択画面に移行する。
　詳細キー２５及び広域キー２６は、地図表示の縮尺の変更要求を受け付ける操作キーで
ある。
【００２０】
　図２のフローチャートの説明に戻り、ナビゲーション装置１のＣＰＵ１１は、はじめに
ユーザから目的地の変更要求がされたか否かを判断する（ステップ１１）。目的地の変更
要求の有無は、図３（ａ）に示す変更キー２２の操作信号に基づいて判断する。
　目的地の変更要求がされていない場合（ステップ１１；Ｎ）、つまり変更キー２２の操
作信号が検出されない場合、ＣＰＵ１１は目的地の変更要求の監視を続ける。
　一方、変更キー２２が押下され、目的地の変更要求がなされた場合（ステップ１１；Ｙ
）、詳しくは、図３（ａ）に示す新目的地の指定画面において、カーソル２１で「△△駅
」が指定された状態で変更キー２２が押下された場合、続いて図３（ｂ）に示す新目的地
の通過順番（通過順序）を指定する画面が表示される。
【００２１】
　図３（ｂ）に示すように新目的地の通過順番の指定画面には、現在設定されている目的
地とその経過順番、及び新目的地の通過順番を指定するための設定キー３１～３５が表示
される。
　また、多数の目的地が設定されており、タッチパネルの一画面に全ての目的地を表示で
きない場合には、スクロールキー２７がアクティブ表示される。ユーザは、スクロールキ
ー２７を操作することにより画面に表示されていない目的地を表示させることができる。
【００２２】
　ユーザは、現在通過順番が１番目の「○○国際空港」の前に新目的地の通過順番を指定
する場合には設定キー３１を押下することによって、新目的地の通過順番を指定すること
ができるように構成されている。
　同様に、通過順番が２番目の「○○デパート」の前に新目的地の通過順番を指定する場
合には設定キー３２を押下し、通過順番が３番目の「○○市役所」の前に新目的地の通過
順番を指定する場合には設定キー３３を押下し、通過順番が４番目の「○○カントリーク
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ラブ」の前に新目的地の通過順番を指定する場合には設定キー３４を押下し、通過順番が
４番目の「○○カントリークラブ」の後に新目的地の通過順番を指定する場合には設定キ
ー３５を押下することによって新目的地の通過順番を指定する。
【００２３】
　ＣＰＵ１１は、設定キー３１～３５の操作信号に基づいて、指定された新目的地の通過
順番を判断し、指定された新目的地の情報、及びこの新目的地の通過順番の情報を変更設
定情報として受け付けＲＡＭ１３に格納する（ステップ１２）。
　例えば、新目的地が通過順番が３番目と４番目の間に指定された場合には、通過順番が
３番目と４番目の間であることを示す「３．５」番目を新目的地の指定通過順番として設
定する。なお、新目的地の指定通過順番の表現方法は、これに限定されるものではなく、
例えば「３－４」や「３～４」などのように指定箇所が特定可能な方法であればよい。
　また、新目的地の情報は、図３（ａ）に示す新目的地の設定画面において変更キー２２
が押下された時点で受け付けＲＡＭ１３に格納するようにしてもよい。
【００２４】
　新目的地の通過順番の指定を受け付けると、ＣＰＵ１１は、指定された新目的地と現在
地間に現在設定されている目的地が存在するか否かを判断する（ステップ１３）。
　目的地が存在する場合（ステップ１３；Ｙ）、ＣＰＵ１１は、新目的地と現在地間に設
定されている全ての目的地の設定を削除する（ステップ１４）。
　例えば、新目的地として設定された「△△駅」の通過順番が、設定キー３３が押下され
ることによって「○○市役所」の前に指定された場合、ＣＰＵ１１は、「○○市役所」と
現在地間に設定されている「○○国際空港」と「○○デパート」の設定を削除する。
　続いてＣＰＵ１１は、指定された新目的地を正式に走行経路において通過する目的地と
して設定（登録）する（ステップ１５）。
【００２５】
　図３（ｃ）は、新目的地が正式に目的地として登録された後の目的地の設定状況のイメ
ージを示した図である。
　図３（ｃ）に示すように、「○○市役所」の前に新目的地「△△駅」が指定されると、
「○○国際空港」と「○○デパート」の設定が削除され、その代わりに新目的地「△△駅
」が通過順番が１番目の目的地となる。これに伴い通過順番が新目的地「△△駅」以降に
設定されている「○○市役所」、「○○カントリークラブ」の通過順番が１ずつ繰り上げ
られる。このように各目的地の通過順番が再設定される。
　一方、指定された新目的地と現在地間に目的地が存在しない場合（ステップ１３；Ｎ）
、つまり設定キー３１が押下されることによって「○○国際空港」の前に新目的地の通過
順番が指定された場合、ＣＰＵ１１はそのままステップ１５の処理に進む。
【００２６】
　設定キー３１が押下された場合には、現在設定されている全ての目的地が残る。つまり
設定キー３１は、単純に新目的地を通過順番の１番目の「○○国際空港」より前に追加す
るためのものである。
　また、図３（ｂ）に示す新目的地の通過順番の指定画面において設定キー３５が押下さ
れ「○○カントリークラブ」の後に新目的地の通過順番が指定された場合には、ステップ
１４の処理において現在設定されている全ての目的地の設定が削除される。そして新目的
地のみが変更後の目的地として残る。故に、新目的地の通過順番を最終の目的地の後に指
定するための設定キー３５は、図３（ａ）に示す新規キー２３と同様の機能を有するもの
である。
【００２７】
　目的地の設定変更が行われた後、ＣＰＵ１１は、経路探索プログラム１８２を起動し、
変更された目的地の設定条件に基づいて走行経路の再探索を行う（ステップ１６）。
　詳しくは、目的地の変更に伴い新たに生じた区間の経路を探索し、その探索結果を目的
地の変更前の対応区間の経路と置き換える。
　例えば、「○○市役所」の前に新目的地「△△駅」が指定され、目的地の設定条件が図
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３（ｂ）から図３（ｃ）のように変更された場合には、新たに生じた現在地と「△△駅」
間、及び「△△駅」と「○○市役所」間の経路を探索する。そして探索された経路を、変
更前の現在地と「○○国際空港」間の経路、「○○国際空港」と「○○デパート」間の経
路、「○○デパート」と「○○市役所」間の経路と置き換える。
【００２８】
　また、目的地の変更前と変更後では、走行経路が変更されるため「○○市役所」に到着
する予定時刻が変わる場合がある。
　例えば渋滞が予想される時間帯には所定の路線の選択を回避するなど、車両の通過時刻
を考慮した経路探索を行う場合には、同一区間であっても通過予定時刻に応じて最適経路
が異なる。
　このような時刻要素を考慮する経路探索の方法が設定されている場合には、「○○市役
所」に到着する予定時刻の変化に伴い、「○○市役所」以降の区間、即ち「○○市役所」
と「○○カントリークラブ」間の最適経路が目的地の変更前と変更後で変わるおそれがあ
る。
　そのため、「○○市役所」と「○○カントリークラブ」間の経路探索を再度行い、探索
された経路を変更前の経路と置き換えることが好ましい。
　ＣＰＵ１１は、目的地の変更後における経路の探索結果を反映した走行経路をタッチパ
ネルに表示し（ステップ１７）、メインルーチンにリターンする。
【００２９】
　上述したように本実施形態によれば、ユーザは、例えば、変更キー２２を押下すること
によって新目的地の指定及び変更要求の入力を行い、設定キー３３を押下することによっ
て新目的地の通過順番を指定するだけで、通過順番が２番目の目的地「○○デパート」と
３番目の目的地「○○市役所」との間に新目的地「△△駅」を追加し、「○○国際空港」
と「○○デパート」を削除する内容の目的地の変更を行うことができる。
　即ち、ユーザは、従来のように目的地の追加と削除の２段階の操作を行うことなく、１
段階の操作でこのような目的地の変更を行うことができる。
【００３０】
　また、従来は、このような目的地の変更を行う場合、目的地の追加と削除とを分けて行
い、それぞれの処理において新しい経路区間が発生する毎にその区間の経路の再探索を行
っていた。そのため、図６に示すように目的地Ａに向かって走行中に、目的地Ｂと目的地
Ｃの間に目的地Ｂ’を追加し、目的地Ａ、Ｂを削除する目的地の変更を行う場合、ナビゲ
ーション装置では、最終的な目的地の変更結果に反映されない区間ａにおいても、目的地
Ｂ’を追加した際に経路探索が行われていた。
　しかしながら本実施形態では、目的地の追加と削除の両処理が終了した後に走行経路の
再探索を行うため、最終的な目的地の変更結果に反映されない区間（不要な区間）の経路
探索処理は発生しない。そのため、ナビゲーション装置１のＣＰＵ１１にかかる負荷をよ
り低減させることができる。
【００３１】
　なお、本実施形態では、ステップ１４において新目的地と現在地間に設定されている全
ての目的地の設定を削除した後、ステップ１５において指定された新目的地を正式に走行
経路において通過する目的地として設定（登録）する処理を行っている。
　しかし指定された新目的地を正式に走行経路において通過する目的地として設定（登録
）する処理を行う順序はこれに限定されるものではない。例えば、ステップ１２において
変更設定情報を受け付けた後、即ちステップ１４において目的地の設定を削除する前に行
うようにしてもよい。この場合、指定された新目的地と現在地間に目的地が存在しない時
には、ＣＰＵ１１は、そのままステップ１６に示す経路の再探索処理を行う。
【００３２】
（変形例）
　次に、本実施形態の変形例として、現在設定されている目的地に新目的地を単純に追加
する機能を備えたナビゲーション装置１について説明する。
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　図４は、新目的地の設定画面の変形例を示した図である。
　なお、上述した実施形態と同一の機能を有する部位には同符号を用い詳細説明は省略し
、ここでは変形部分について説明する。
　図４に示すように新目的地の設定画面に、変更キー２２、新規キー２３に加えて追加キ
ー４１を設ける。
　追加キー４１は、カーソル２１で指定された新目的地に基づく目的地の追加要求を受け
付ける操作キーである。
　目的地の追加要求とは、指定した新目的地を現在設定されている目的地に追加する要求
を示す。
【００３３】
　図４に示す新目的地の指定画面において、カーソル２１で「△△駅」が指定された状態
で追加キー４１が押下された場合、続いて図３（ｂ）に示す新目的地の通過順番（通過順
序）を指定する画面が表示される。
　そして、新目的地の通過順番の指定画面において、ユーザによって設定キー３１～３５
のいずれかが押下されると、ＣＰＵ１１は、設定キー３１～３５の操作信号に基づいて、
指定された新目的地の通過順番を判断し、指定された新目的地の情報、及びこの新目的地
の通過順番の情報を追加設定情報として受け付けＲＡＭ１３に格納する。
　なお、新目的地の情報は、図４に示す新目的地の設定画面において追加キー４１が押下
された時点で受け付けＲＡＭ１３に格納するようにしてもよい。
【００３４】
　ＣＰＵ１１は、指定された新目的地を正式に走行経路において通過する目的地として追
加設定する。新目的地の追加設定が行われた後、ＣＰＵ１１は、経路探索プログラム１８
２を起動して走行経路の再探索を行う。
　詳しくは、新目的地の追加に伴い新たに生じた区間の経路を探索し、その探索結果を新
目的地の追加前の対応区間の経路と置き換える。
　例えば、「○○デパート」と「○○市役所」間に新目的地「△△駅」が追加された場合
には、新たに生じた「○○デパート」と「△△駅」間、及び「△△駅」と「○○市役所」
間の経路を探索する。そして探索された経路を、追加前の「○○デパート」と「○○市役
所」間の経路と置き換える。
【００３５】
　また、新目的地の追加前と追加後では、走行経路が変更されるため「○○市役所」に到
着する予定時刻が変わる場合がある。
　上述した実施形態と同様に、時刻要素を考慮する経路探索の方法が設定されている場合
には、「○○市役所」に到着する予定時刻の変化に伴い、「○○市役所」以降の区間の最
適経路が目的地の追加前と追加後で変わるおそれがあるため、「○○市役所」と「○○カ
ントリークラブ」間の経路探索を再度行い、探索された経路を追加前の経路と置き換える
ことが好ましい。
　ＣＰＵ１１は、新目的地の追加後における経路の探索結果を反映した走行経路をタッチ
パネルに表示する。
　このように新目的地の設定画面に追加キー４１を設けることにより、既存の目的地の設
定に対して新目的地を単純に追加する処理を行うことができる。
【００３６】
　また、本実施形態及び変形例では、図３（ａ）や図４に示す画面で新目的地を指定した
後、図３（ｂ）に示す画面で新目的地の通過順番の指定を行うように構成されている。し
かしながら、新目的地の指定、及び新目的地の通過順番の指定を行う順序はこれに限定さ
れるものではなく、はじめに新目的地の通過順番を指定し、その後新目的地の指定を行う
ようにしてもよい。
　この場合、ＣＰＵ１１は新目的地の通過順番が指定された後、新目的地の検索（指定）
方法の選択項目をタッチパネルに表示して新目的地の指定を促す。そして新目的地の設定
画面に上述した実施形態や変形例と同様に変更キー２２、新規キー２３、追加キー４１を
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ボタン表示し、ユーザに各種要求の選択を促す。
【００３７】
　本実施形態及び変形例では、新目的地の指定画面に変更キー２２、新規キー２３、追加
キー４１が設けられており、ユーザは、これらのキーのいずれかを選択操作（押下）する
ことにより希望する要求の入力ができるように構成されている。しかしながら、目的地の
変更要求や追加要求、新規設定要求の入力方法はこれに限定されるものではなく、例えば
、メインメニュー画面に表示された項目から“目的地設定”が選択された後に、これらの
要求項目の選択画面を表示し、そこでユーザの希望する要求項目を選択（入力）させるよ
うにしてもよい。また、新目的地の指定や新目的地の通過順番の指定を行った後に、要求
項目の選択画面を表示し、そこでユーザの希望する要求項目を選択（入力）させるように
してもよい。このように要求項目の選択画面を別に設ける場合、新目的地の指定画面には
要求項目の指定キーの代わりに新目的地を指定するための設定キー（決定キー）を設ける
。
【００３８】
　また、本実施形態及び変形例では、新目的地の指定画面において目的地の変更要求や追
加要求の入力ができるように構成されているが、これらの要求の入力方法はこれに限定さ
れるものではない。
　図５は、新目的地の通過順番の指定画面の変形例を示した図である。
　例えば、新目的地の通過順番の指定画面において設定キー３１～３５の代わりに、図５
に示すように変更キー（変更ボタン）５１～５５と追加キー（追加ボタン）６１～６５を
並置する。そして、新目的地の通過順番の指定箇所に設けられた変更キー５１～５５又は
追加キー６１～６５を押下することにより、目的地の変更要求又は追加要求の入力と、新
目的地の通過順番の指定を同時に行うようにしてもよい。
　この場合も、はじめに新目的地の通過順番の指定と変更要求又は追加要求の入力を行い
、その後新目的地の指定を行うようにしてもよい。
　なお、図５に示すように、変更キー５１～５５と追加キー６１～６５は、設定画面上の
各目的地間、目的地の前後の所定位置を指定するように設けられている。
【００３９】
　上述した実施形態及び変形例では、図３（ｂ）及び図５に示す通過順番の指定画面にお
いて、現在地と通過順に配列された複数の目的地や現在地が表示され、さらに、現在地表
示と１番目の目的地表示との間、１番目から最終目的地までのそれぞれの目的地との間、
最終目的地の後に設けられた、設定キー３１～３５（図５に示す変形例では、変更キー５
１～５５、追加キー６１～６５）が表示される。
　そして、ユーザが、設定キー３１～３５（変更キー５１～５５、追加キー６１～６５）
のうちのいずれかを選択（押下）することによって、新目的地の追加要求または変更要求
と共に、新目的地の通過順番を指定するように構成されている。
【００４０】
　しかしながら、新目的地の通過順番の指定方法はこれに限定されるものではなく、例え
ば、新目的地の通過順番を数字の入力によって指定するようにしてもよい。具体的には、
“『＿』の次”、“『＿』の前”、“『＿』と『＿』の間”のように、数字入力欄が設け
られた通過順番指定フォームを画面に設ける。そして、新目的地の通過順番を２番目の目
的地と３番目の目的地との間に指定する場合には、通過順番指定フォームの数字入力欄に
、“『２』の次”、“『３』の前”、“『２』と『３』の間”のように数字を入力する。
　なお、このように、数字を入力することによって２番目の目的地と３番目の目的地との
間に新目的地の通過順番を指定する処理は、上述した図３（ｂ）に示す実施形態において
、２番目の目的地と３番目の目的地との間に設けられた設定キー３３（図５に示す変形例
では、変更キー５３、追加キー６３）を選択することによって通過順番を指定する処理に
相当する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
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【図１】本実施形態におけるナビゲーション装置の概略構成を示した図である。
【図２】目的地の変更処理の手順を示したフローチャートである。
【図３】（ａ）、（ｂ）は目的地の変更処理を説明するための表示例を示した図であり、
（ｃ）は新目的地が正式に目的地として登録された後の目的地の設定状況のイメージを示
した図である。
【図４】新目的地の設定画面の変形例を示した図である。
【図５】新目的地の通過順番の指定画面の変形例を示した図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【符号の説明】
【００４２】
　　１　ナビゲーション装置
　１１　ＣＰＵ
　１２　ＲＯＭ
　１３　ＲＡＭ
　１４　入力装置
　１５　出力装置
　１６　現在位置検出装置
　１７　情報送受信装置
　１８　記憶装置
　２１　カーソル
　２２　変更キー
　２３　新規キー
　２４　戻るキー
　２５　詳細キー
　２６　広域キー
　２７　スクロールキー
　３１～３５　設定キー
　４１　追加キー
　５１～５５　変更キー
　６１～６５　追加キー
１８１　地図ＤＢ
１８２　経路探索プログラム
１８３　目的地設定プログラム
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